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■国民健康保険税を改定します　健康保険法等の一部

を改正する法律が 4 月 1 日から施行され、新たに『後

期高齢者支援金課税額（支援金分）』が創設されます。

　町国民健康保険や社会保険などの医療保険は、後期

高齢者医療制度 ( 長寿医療制度 ) の給付費の 40％を後

期高齢者支援金として負担することになります。今年

度で町国民健康保険が負担する後期高齢者支援金は、

211,258 千円を見込んでおり、国や北海道の負担分を

除いた分を、各世帯に負担をお願いします。これは、

これまでの老人保健拠出金に代わるものです。このた

め、今年度から、国民健康保険税を改定します。

●改定の概要 ( 詳細は下表を参照 )

・これまでの医療分と介護分に支援金分が加わります。

・医療分と支援金分を合わせた所得割は、9%、資産割

　28%、均等割 30,000 円、平等割 31,500 円になります。

・介護分を合わせた所得割は、10.5%、資産割 31%、

　均等割 37,000 円、平等割 37,000 円になります。

・限度額は、68 万円になります。

●納税義務者（納税通知書の宛名）は世帯主になります。

　納税通知書は、7 月中旬に発送します。

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

■社会保険事務所からのお知らせ　給与から厚生年金

保険料の天引きがあったのに、事業主から保険料の納

付や厚生年金の資格取得の届出が無かった場合に、年

金を支給する厚生年金特例法ができました。

　例 )10 年前に退職した事業所で厚生年金保険料の給

与からの天引きがあったが、事業主が厚生年金の加入

手続きを行なっていなかった場合、今までは２年以上

経過した記録は年金額に反映されませんでしたが、厚

生年金保険料の給与天引きがあったことが年金記録第

三者委員会で認定された場合、年金記録が訂正されて

年金額に反映することができるようになりました。

▼詳細　札幌北社会保険事務所または

　ねんきんダイヤル　( ☎ 0570 － 05 － 1165)

●役場窓口年金相談日　5 月 12 日 (月)・26 日 (月)

　住民課戸籍年金係へお気軽にお越しください。

●年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　5 月 21 日 (水)　10 時～ 15 時　商工会館

※年金保険相談に代理人の方が行く場合は、委任状・

身分証明書が必要になります。なお、委任状の書式は

任意ですが、戸籍年金係にも用紙があります。

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

　国民健康保険税の計算例

【例①】　
世帯主　72 歳　国民年金収入 60 万円　年金所得 0円
妻　　　66 歳　国民年金収入 60 万円　年金所得 0円

【例②】
世帯主　43 歳　給与所得300万円　固定資産税額7万円
妻　　　38 歳　給与所得 0円　
子ども　14 歳　9歳

区　分 課　税　計　算 課税金額 備考

医

療

分

所得割 (0 円－ 33 万円 ) × 8.3% 0 円
資産割 0 円× 25% 0 円
均等割 27,000 円× 2 人× 7 割軽減 16,200 円
平等割 29,000 円 (1 世帯 ) × 7 割軽減 8,700 円

小計 (100 円未満切捨て ) 24,900 円 A
支

援

金

分

所得割 (0 円－ 33 万円 ) × 0.7% 0 円
資産割 0 円× 3% 0 円
均等割 3,000 円× 2 人× 7 割軽減 1,800 円
平等割 2,500 円 (1 世帯 ) × 7 割軽減 750 円

小計 (100 円未満切捨て ) 2,500 円 B
平成 20 年度国民健康保険税 27,400 円 A+B
前年度で計算した場合 28,800 円 C
比較 (A+B) － C △ 1,400 円 △ 4.9%

区　分 課　税　計　算 課税金額 備考

医

療

分

所得割 (300 万円－ 33 万円 ) × 8.3% 221,610 円
資産割 70,000 円× 25% 17,500 円
均等割 27,000 円× 4 人 108,000 円
平等割 29,000 円 (1 世帯 ) 29,000 円
小計 (100 円未満切捨て ) 376,100 円 A

支

援

金

分

所得割 (300 万円－ 33 万円 ) × 0.7% 18,690 円
資産割 70,000 円× 3% 2,100 円
均等割 3,000 円× 4 人 12,000 円
平等割 2,500 円 (1 世帯 ) 2,500 円
小計 (100 円未満切捨て ) 35,200 円 B

介

護

分

所得割 (300 万円－ 33 万円 ) × 1.5% 40,050 円
資産割 70,000 円× 3% 2,100 円
均等割 7,000 円× 1 人 7,000 円
平等割 5,500 円 (1 世帯 ) 5,500 円
小計 (100 円未満切捨て ) 54,600 円 C

平成 20 年度国民健康保険税 465,900 円 A+B+C
前年度で計算した場合 463,500 円 D
比較 (A+B+C ) － D 2,400 円 0.5%

読んで得する年金・国保のお話年 金 国 保
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◎課名等変更について

■環境生活課（環境対策課から名称変更）

・町民生活係

（住民生活課より移管・名称変更）

■住民課（住民生活課から名称変更）

・戸籍年金係

　（業務移管による名称変更）

・国保・後期高齢者医療係

　（新規業務新設による名称変更）

●人事異動

（主査以上・４月１日付）

【総務部税務課】

　課長～村上　修

【総務部納税課】

　同課主幹（納税担当）～山崎　一

　納税係長～佐藤志乃ぶ

【企画部企画課】

　企画調整係長～三浦浩司

【企画部情報課】

　同課主幹（情報管理担当）～乗木　裕

　広報広聴係長～石川公隆

　秘書係長～高田訓之

【住民環境部環境生活課】

　課長～山崎俊彦

　同課主幹～松田友美

　同課主幹～木村俊郎

　環境対策係長～長谷川　明

　町民生活係長～浪岡　勉

　町民生活係主査～山本ミツ子

【住民環境部住民課】

　課長～野生須敏夫

　同課主幹（戸籍年金担当）～林　成興

　同課主幹（国保・後期高齢者医療担当）

　　　　　　　～武井英子

　　　　　同上～中出徳昭

　戸籍年金係長～熊谷久美子

【福祉部子育て推進課】

　子育て支援係長～金澤由美子

【経済部】

　部長～竹原　陽一

　（兼農業委員会事務局長）

　同部参事（当別町商工会派遣）

　　　　　　　　～見上由紀雄

　同部係長（北海道派遣）～遊佐博憲

【経済部農林課】

　耕地林政係長～堀内隆行

【経済部商工課】

　同課参事（北海道より派遣）～池田和仁

　同課長補佐～吉尾恵子

【建設水道部建設課】

　維持管理係主査～竹田寿雄

【教育委員会社会教育課】

　課長～出口秀男

　社会教育係主査～鈴木和子

【教育委員会学校給食センター】

　センター長～森田弥寿彦

　給食係長～青山晃一

【議会事務局】

　事務局長～遠藤　渉

　（兼監査委員事務局長）

　事務局次長～森　忠明

　総務係長～春田秀彦

【農業委員会】

　事務局参事～齊藤　宏

【当別町水道事業】

　上下水道課長～吉尾雅昭

　上下水道課主幹（技術担当）

　　　　　　　～木立　勝

●退職者 ( ３月 31 日付 )

　富永和彦  長谷川孝昭  加来国雄

　三村和雄  尾崎　務　

役場 

組織と人事の

お知らせ

　労働保険の平成 19 年度確定保

険料及び平成 20 年度概算保険料

の申告・納付手続きの時期となり

ました。緑色の封筒で送付される

保険料等申告書により 5 月 20 日

までに申告・納付してください。

■年度更新申告相談を開催します

▼日時　5 月 12 日～ 20 日

　　　　9 時～ 16 時

▼会場・詳細　

　札幌東労働基準監督署

　札幌市厚別区厚別中央２条１丁目 2 － 6)

　（☎ 011 － 894 － 1120）

労 働

労働保険の

年度更新手続きのお知らせ

労 働

　３月１日から、就業形態の多様

化、個別労働関係紛争の増加等に

対応し、個別の労働者及び使用者

の関係が良好になるためのルール

を整えることを目的とした「労働

契約法」が施行されています。

　詳しくはホームページをご覧く

ださい。

▼北海道労働局 URL

　http://www.hokkaido-labor.go.jp/

▼問合せ　

　北海道労働局労働基準部監督課

　( ☎ 011 － 709 － 2311・内線 3533)

労働契約法が

施行されました。

納税
のお知らせ

5月は、自動車税・軽自動車税

の納付月です。

　平成 20 年度の自動車税・軽自

動車税納付書は、5 月 1 日（木）

に発付されます。

　納期限は、6 月 2 日（月）となっ

ていますので、忘れずに納税くだ

さい。また、納税証明書は車検更

新の際に必要ですので、車検証と

一緒に大切に保管してください。

▼自動車税の問合せ　

　北海道石狩支庁納税課

　（☎ 011 － 281 － 7910）

▼軽自動車税の問合せ　

　納税課納税係（☎ 23 － 2341）
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人の動き 4 月 1 日現在

（　）は前月との比較

人口

世帯

男

女

19,186

  7,703

人

世帯

  9,358

  9,828

人

人

（144 人減）

（56 世帯減）

（ 83 人減）

（ 61 人減）

交通安全情報

「春」活動期の事故防止 !

　本格的な行楽のシーズンです。

　歩行者・自転車等の事故多発が

予想されます。常に気を引き締め、

安全運転を徹底しましょう。

当別町交通事故発生件数

（1 月～ 3 月の交通事故累計）

Ｈ 20 年 Ｈ 19 年 増減数

発生件数 ３３ １６ ＋１７

死 者 数 ０ １ －　１

傷 者 数 ４９ ２０ ＋２９

☆当別町社会福祉協議会へ

▼遠藤雄二さ
んから５万円

▼髙田則子さ
んから５万円

▼藤村津喜子さ
んから５万円

▼藤村千代子さ
んから５万円

▼長内郁雄さ
んから１万円

▼かめやさ
んから１万円

▼鈴木良子さ
んから

　百人一首１組　トランプ２組

▼寿会から　ティッシュカバー 138 個

▼堀川ハルさ
んから

　タオル 30 枚　手編みの靴下 16 足

▼ JA 北石狩女性部当別ブロックから

　タオル 146 枚

▼匿名の方から　石鹸 30 個

☆当別町教育委員会へ

▼石狩北部地区危険物安全協会

　当別支部から　

　自動体外式除細動器（AED）　１台

法律相談　

町の顧問弁護士が、皆様の相談に

応じます。

▼日時　6 月 5 日 ( 木 )

　13 時 30 分～

▼申込　福祉係　（☎ 23 － 3019）

介護相談　

介護や高齢者虐待に関する相談に

応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談

心配や悩み相談を受け付けます。

( 毎月第 4 木曜日）

▼日時　5 月 22 日

　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

 採用区分 ２等陸・海・空士

応募資格 18 歳以上 �7 歳未満の男子

受付締切 通年受付

試験日 受付時連絡

▼詳細　札幌地方協力本部江別地域事務所（☎ 011 － 383 － 8955）

自衛隊札幌地方協力本部ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/sapporo/

　　　　役場　環境生活課町民生活係 ( ☎ 23 － 3209)

自
衛
官
募
集

　身体障害者相談員、知的障害者相

談員は北海道から委嘱された相談員

が、身体・知的に障がいのある方及

び保護者の方の福祉に関する相談を

受けています。秘密は厳守します。

●身体障害者相談員　

　　　　　

　　　　　三野宮　一芳　相談員

　　　　　（末広・☎ 23 － 3055）

●知的障害者相談員　

　　　　　

　　　　　石川　清美　相談員

　　　　　（元町・☎ 22 － 2736）

児 童 相 談

　18 歳未満のお子さんの発達や

子育てに関する相談をお受けしま

す。相談を希望される方は、事前

にお申込みください。

▼開催日　6 月 25 日 (水)

▼場所　ゆとろ（西町）

▼内容　ことば・発達の遅れ、療

育手帳の判定など

▼相談員　北海道中央児童相談所

の児童福祉司・心理判定員等

▼申込期限　5 月 15 日 (木)

※相談時間は、申込者の事情などを

考慮のうえ決定するため、学校の授

業時間中に設定されることもありま

す。また、お子さんやご家庭の様子

を調査する場合があります。

▼申込み・詳細　

　子育て推進課子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

「巡回児童相談」

開催のお知らせ

　　各種相談員のご紹介

　行政相談委員は、行政に関する

苦情や要望などの相談を受けて助

言や関係機関への通知を行いま

す。秘密は厳守します。

●行政相談委員

　　　　　

　　　　　秋場　信一　委員

　　　　　（弥生・☎ 23 － 2316）

　　　　　古谷　陽一　委員　

　　　　　（中小屋・☎ 27 － 2203）


